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１．今回の貸金業法改正について（多重債務者対策本部の議論に至る経緯）
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多重債務問題と今回の貸金業法改正

○ 近年、貸金業者による消費者向け貸付を中心に、巨大な貸金市場が形成されている

全情連（多くの消費者向け貸金業者が加入する信用情報機関）データによれば、
貸金業者による無担保無保証の消費者向け貸付けについて、

貸付残高 約14.2兆円 利用者数 約1,400万人※

（少なくとも国民の8.5人に１人は、いわゆる消費者金融の利用者）

○ 多重債務問題の深刻化（借り手の返済能力を上回る貸付けが行われ、多重債務者が多く発生）

５件以上の利用者は約230万人※、これらの者の平均借入総額は約230万円

（自己破産者は約18.4万人（平成17年：平成7年当時は約4.3万人））

貸金業法制定以来の抜本改正 （多重債務問題への抜本的総合的対策）

① 業務の適正化のための規制の見直し（参入規制・行為規制の強化）
② 過剰貸付抑制のための総量規制の導入等（年収の3分の1を超える借入れは原則禁止）
③ 上限金利引き下げなど金利体系の見直し（上限金利は利息制限法の15～20％となる）
④ ヤミ金融対策の強化
⑤ 政府に「多重債務者対策本部」を設置し、多重債務者対策を政府をあげて推進

※ 多重債務問題の直接の背景として考えられるもの
・ 高金利
・ 過剰な貸付け（貸付けの際に借り手のリスクの把握が不十分）
・ 商品性（借入れが容易であり、金利負担を認識しない返済システム）
・ 借り手の金融知識・計画性の不足 等

２
※ この数値には､調査時点において､リボルビング契約の契約者で
残高のない者､既に自己破産して残高のない者を含む。



平成１７年３月３０日 金融庁「貸金業制度等に関する懇談会」検討開始 

平成１８年４月２１日 同懇談会「座長としての中間整理」とりまとめ 

     ５月１１日 自民党金融調査会・財金部会合同会議 検討開始 

     ７月 ５日 自民党金融調査会・貸金業制度等に関する小委員会合同会議「貸金業制度等の改革

に関する基本的考え方」とりまとめ 

     ７月 ６日 与党政策責任者会合、上記基本的考え方を了承 政府に制度化の検討を指示 

９月 ５日 自民党金融調査会･貸金業制度等に関する小委員会･財金部会･法務部会合同会議

検討再開 

     ９月１５日 同合同会議｢貸金業法の抜本改正の骨子｣とりまとめ(政調会長､金融調査会長一任) 

     ９月１９日 自民党政審、上記骨子を了承 政府に法制化を指示 

     ９月２１日 公明党政策責任者会合、「貸金業法の抜本改正」を基本的に了承 

    １０月３１日 「貸金業規制法等の一部を改正する法律案」を閣議決定、国会提出 

    １２月１３日 参議院本会議において上記法案を可決・成立（全会一致） 

    １２月２０日 「貸金業規制法等の一部を改正する法律」公布 

    １２月２２日 多重債務者対策本部設置（閣議決定） 

    １２月２６日 第１回多重債務者対策本部 

貸金業法改正にかかる検討経緯
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○ ある消費者向け貸金業者について、ある時期に借入れを行った債務者のその後の
動向を見ると、７年後に完済しているのは約４割にすぎず、１人あたり借入残高は
約3.6倍になっている
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○ 返済困難となった者を見ると、消費者金融の利用動機としては、当初は収入
の減少や物品購入等が多いが、返済困難となった時期においては、借金返済
のための借入れが多くなる

出典：国民生活センター『多重債務問題の現状と対応に関する調査研究』

消費者金融利用者の実態②
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消費者金融利用者の実態③

○ 返済困難となる事例を見ると､最初は大手の信販・消費者金融から借入れ､借入回数を重
ねるにつれ､大手が利用できなくなり､ 大手からの借入れの返済資金も含めて中小業者
を利用するようになり､最終的にヤミ金被害に遭う事例が多く見られる。
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６

Ａ 百分比 B1 百分比 C 百分比 B2 百分比 D 百分比 E 百分比
① 399 11.7% 520 15.2% 1,318 38.6% 485 14.2% 441 12.9% 243 7.1% 3,406 100%
② 292 9.9% 356 12.1% 1,223 41.5% 431 14.6% 456 15.5% 182 6.1% 2,940 100%
③ 260 12.1% 259 12.0% 864 40.2% 261 12.1% 329 15.3% 174 8.1% 2,147 100%
④ 214 12.1% 192 10.9% 575 32.7% 305 17.3% 341 19.4% 128 7.2% 1,755 100%
⑤ 136 10.3% 128 9.7% 350 26.5% 304 23.0% 292 22.1% 107 8.1% 1,317 100%
⑥ 90 10.5% 75 8.7% 267 31.1% 108 12.6% 234 27.3% 83 9.6% 857 100%
⑦ 69 13.0% 50 9.4% 145 27.3% 76 14.3% 132 24.9% 58 10.9% 530 100%
⑧ 41 11.7% 32 9.1% 75 21.4% 46 13.1% 102 29.1% 54 15.4% 350 100%
⑨ 35 14.7% 19 8.0% 52 21.9% 24 10.1% 59 24.8% 48 20.2% 237 100%
⑩ 20 11.2% 5 2.8% 34 19.1% 36 20.2% 55 30.8% 28 15.7% 178 100%

合　計 1,556 11.3% 1,636 11.9% 4,903 35.7% 2,076 15.1% 2,441 17.7% 1,105 8.0% 13,717 100%

合計 百分比
借入回数

銀行（A) 大手消費者金融（C) 中小消費者金融（D)大手カード・信販会社（B1) 中小カード・信販会社（B2) ヤミ金（E)

Ｈ18.3.1から5.31までに東京弁護士会法律相談センター(四谷､神田､錦糸町)に寄せられた相談事例を基に作成



上限金利の引下げ

○ 改正法公布後、概ね３年後（注）に出資法の上限金利（29.2％）を利息制限法の
水準（20％）に引き下げ、利用者の金利負担を軽減する。

（注）改正法においては、改正法施行日（改正法公布後１年以内）から
２年半以内に上限金利の引下げを行うこととしている。
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出資法と利息制限法の上限金利の推移

出資法

利息制限法
（20・18・15％）

（昭和29年以降変更なし）

　　　　　　昭和58.11.1 　　　　　昭和61.11.1 　　　　　平成3.11.1 　　　　　平成12.6.1 　　　　　平成16.1.1

(29.2%)

(109.5%)

(73%)

(54.75%)

(40.004%)

今回の改正法公布後
概ね３年を目途

昭和58年の改正(サラ金問題)
○貸金業規制法制定(議員立法)
・貸金業者の登録制度、取立規制、書面交付義務、みなし弁済など
○出資法改正
・上限金利を段階的に40.004％に引下げ

平成11年の改正(商工ローン問題)
○貸金業規制法改正
・保証人への書面交付義務、求償権を取得した者への取立規制の適用など
○出資法改正
・上限金利を29.2％に引下げ

平成15年の改正(ヤミ金融問題)
○貸金業規制法改正
・貸金業者の登録要件厳格化、無登録業者に対する
規制強化、取立規制強化、貸金業務取扱主任者制度
創設、罰則強化、109.5％を超える高金利の場合の貸
付契約無効化など
○出資法改正
・高利要求罪創設、罰則強化

今回の改正

９



貸金業法43条に関する最近の最高裁判決

←①任意性

←②書面要件

現行貸金業法現行貸金業法4343条条
貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息（利息制限法（昭和二十九年法律第百号）第
三条の規定により利息とみなされるものを含む。）の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払つた金
銭の額が、同法第一条第一項 に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当する
ときは、当該超過部分の支払は、同項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。

一 第十七条第一項（中略）の規定により第十七条第一項に規定する書面を交付している場合又は同条第二
項から第四項まで（中略）の規定により第十七条第二項から第四項までに規定するすべての書面を交付し
ている場合におけるその交付をしている者に対する貸付けの契約に基づく支払

二 第十八条第一項（中略）の規定により第十八条第一項に規定する書面を交付した場合における同項の弁
済に係る支払

最近の最高裁判決最近の最高裁判決
最近の最高裁判決において、任意性・書面要件が非常に厳格に解釈されている。（ただし、貸金業法43

条の枠組み自体が否定されている、あるいは違法とされているわけではない。）
① 任意性を厳格に解釈している判決

※ 平成18年1月13日最高裁判決
・ 期限の利益喪失特約が付されている場合、結果的に利息制限法超過金利部分についても支払が事実上強制
されることとなるので、特段の事情がない限り、利息制限法の制限利率を超える利息を任意に支払ったと
は言えず、｢みなし弁済｣は適用されない。

② 書面要件を厳格に解釈している判決

※ 平成16年2月20日最高裁判決
・ 書面要件を満たすには、①書面に所定の事項がすべて記載されている必要があること、②弁済時の書面交
付は弁済の直後になされる必要がある。

※ 平成17年12月15日最高裁判決
・ リボルビング方式の貸付（注：通常、返済期間や返済金額は定められない）についても、契約時に交付す
べき書面に返済期間、返済金額等の記載がない場合には、みなし弁済の規定は適用されない（最低返済金
額とそれによって計算した返済期間を記載すべき）。
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貸付上限金利と出資法上限金利の推移

（単位：％）

11

出資法
上限金利
の引下げ

1982年 (S57年) 41.975 － 47.450 － 47.450 － 65.700 ５月 47.450 － 109.500
1983年 (S58年) － － － 54.750 ５月 － 73.000
1984年 (S59年) 39.785 ９月 39.420 10月 39.500 10月 － －

1985年 (S60年) － － － － －

1986年 (S61年) － － － 49.932 11月 － 54.750
1987年 (S62年) 36.500 ４月 36.500 ４月 36.500 ４月 39.931 11月 36.500 ３月

1988年 (S63年) 32.850 ７月 32.850 ４月 32.000 ３月 36.427 12月 29.000 ３月

1989年 (H元年) － 29.200 ８月 29.200 ９月 － －

1990年 (H2年) 29.200 １月 － － － －

1991年 (H3年) － － － － － 40.004
1992年 (H4年) － － － － －

1993年 (H5年) － － － － －

1994年 (H6年) － － － － －

1995年 (H7年) － 28.470 ６月 25.550 10月 29.200 12月 －

1996年 (H8年) 27.375 ２月 － － － －

1997年 (H9年) － 27.375 ４月 － － －

1998年 (H10年) － － － － －

1999年 (H11年) － － － － －

2000年 (H12年) － － － 28.835 ６月 － 29.200
2001年 (H13年) － － － － －

2002年 (H14年) － － － － －

2003年 (H15年) － － － － －

2004年 (H16年) － － － － －

2005年 (H17年) － － － － －

（出典：ＴＡＰＡＬＳ白書2005）
（注）2005年3月期における上記５社の平均金利は23.15％

武富士 アコム プロミス アイフル 三洋信販

(86年11月）

(91年1月)

(00年6月)



過剰貸付防止のための新たな仕組み
～新たな多重債務者を発生させない仕組み～

① 信用情報機関を活用した新たな過剰貸付け規制の仕組み

貸金業者を「指定信用情報機関」に加入させ、個々の借り手毎に全貸金業者からの
借入残高が把握できるようにする

全業者合計の
債務残高が
年収の１／３
を超える場合
原則、貸付禁止

３分の１を超えても、借り手の返
済能力が定型的に認められ、健全
な資金ニーズと認められる場合に
は、例外的に借入れを認める

（具体的内容は、借入れ実態を踏まえ

て、多重債務発生防止の趣旨を損な

わない前提で検討）

年
収
等
の
資
料
を
チ
ェ
ッ
ク

i) 1社50万円超
又は

ii)全業者で合計100万円超
（個人向け貸付）

② リボルビング契約の最低返済額等について自主規制ルールを制定させる
（金融庁が認可）
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上限金利引下げによる借り手への影響

13

年利29.2%

15～20%

○

返済能力の無い者

相対的にリスクの低い者

（出資法）

（利息制限法）

年利0%

金　利

収　入

利益

貸倒れ

現在貸金業者を利用している方々が急に返済を迫られ（貸し渋り・貸しはがし）、
生活や事業に悪影響が出るような事態を招かないようにすることが必要。
⇒ 経過措置

年利

人件費・
物件費等

（貸金業者） （利用者）

貸倒れ

利益

金　利

収　入

人件費・
物件費等

相対的にリスクの高い者

貸金業者
の
リスク
許容度
の低下

(貸し渋り・貸しはがし)

貸

付



公布
(18年12月20日)

改正法施行日
（公布後１年以内）

④財産的基礎要件引上げ

③貸金業取扱主任者の資格試験

①罰則強化

⑥指定信用情報機関制度・
総量規制

⑤事前書面交付義務の導入

⑦上限金利の引下げ等

公布１か月後

（システム対応等の準備）

5000万円へ引上げ2000万円へ引上げ

指定信用情報機関
制度の導入（指定申請）

②取立規制強化、
新貸金業協会設立（自主規制ルール強化）など

２年半以内

１年半以内

資格試験実施 配置を義務化

総量規制
の導入

（システム対応等の準備）

（既存の借り手への影響に配慮）

概ね３年間

施行スケジュール
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○ 我が国では、銀行等が数％という低金利で主に事業向け貸出しや住宅ローンを行う
一方、貸金業者は主に消費者向けに20％超という高金利で貸出を行っている
（「ふたこぶラクダ」の状態）
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→ 上限金利の引下げ（29.2％→15～20％）に加え、総量規制の導入により、
貸金業者が借り手のリスクを精緻に判断できるように

→ 健全な競争による、借り手のリスクに応じた適切な金利の設定を期待

今回の改正を通じた実勢金利の適正化
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今回の改正法における「政府の責務」と「検討」の規定

○ 政府をあげて、①～⑤その他の多重債務者対策を推進することとされている。

附 則

（政府の責務）

第六十六条 政府は、多重債務問題（貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的
な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済
の運営上の諸問題をいう。以下同じ。）の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、

①
資

金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、
②
資金需要者への資

金の融通を図るための仕組みの充実、
③
違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、

④
貸金業者に対する処分その他の

監督の状況の検証、
⑤
この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的か

つ効果的に推進するよう努めなければならない。

○ 今回の改正内容の影響の大きさ等にかんがみて、見直し規定が置かれている。

附 則

（検討）

第六十七条 政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の
実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要
性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

２ 政府は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び利息制限法に基づく金利の規制の在り方につい
て、この法律の施行後二年六月以内に、資金需給の状況その他の経済金融情勢、貸付けの利率の設定の状況その他貸金
業者の業務の実態等を勘案し、第五条及び第七条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必
要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

３ 政府は、この法律の施行後二年六月を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況につ
いて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
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衆議院財務金融委員会における附帯決議

（平成１８年１１月２９日）

貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一 上限金利引下げを始めとする改正法の可及的速やかな施行に努めるとともに、カウンセリング体制やセーフティネット
貸付の充実、ヤミ金融への取締強化、登録業者への監督強化、金融経済教育の充実など、多重債務問題の解決に向けた対
策に政府を挙げて取り組むため、内閣官房に多重債務者対策本部を早期に設置し、関係省庁が連携して、官民一体となっ
た取り組みを推進すること。

一 各地方自治体に対し、多重債務者に対する相談窓口を設置して適切な助言を行い、カウンセリング機関とのネットワー
クを構築して、必要な紹介を行うなど、多重債務を抱える住民に対する支援体制を整備するよう、要請を行うこと。また、
事前予防型カウンセリングと債務整理型事後カウンセリングを共に強化し、資金需要者が適切なタイミングでカウンセリ
ングを速やかに受けられるよう体制の充実と周知を図ること。そのため、日本司法支援センター（法テラス）、財団法人
日本クレジットカウンセリング協会等について、弁護士会等に必要な協力を要請しつつ、体制及び相互連携の強化を図る
こと。

一 無登録・高金利等のヤミ金融被害が増えることのないよう、違法業者の摘発のための体制を整備・拡充し、関係法令に
基づく徹底した取締りを行うこと。また、違法業者に関する情報を広く一般から効果的に収集するための手法や、貸金業
者・貸金業協会が行政当局に協力する仕組みの導入に努めること。さらに将来的には、法令違反によって得た利益を剥奪
できる制度等について検討を進めること。

一 登録業者の監督についても、より効果的に行うための方策を検討しつつ強化を図ること。また、貸金業者の海外進出状
況や進出先での活動状況については、海外の関係当局とも情報交換しつつ、その実態把握に努めること。

一 若年者による健全な実需に基づかない不要不急の借入れなど、無人契約機の安易な利用が多重債務問題の一因となって
いるとの指摘も踏まえ、十分な実態調査の上、安易な借入れを抑制する仕組みを検討すること。また、郊外における遊技
施設等に隣接し、各社が集積させている設置方法などについて、貸金業協会による適切な自主規制が行われるよう配慮す
ること。

17



一 安易な借入れを抑制するため、テレビ・コマーシャルの放映時間帯、放映回数、及び誇大な看板など広告の方法や内容、
頻度について、貸金業協会による適切な自主規制が行われるよう配慮すること。

一 成人後の多重債務化を極力抑制するため、金融経済教育をカリキュラムに組み込むなど、学校段階から家計管理や債務
管理についての啓発活動を実施すること。その際、教材等の適切さについては、十分な注意を払うこと。

一 資金需要者に対する公的支援制度等のセーフティネットの拡充・強化については、貸し渋り等による影響を緩和し、ヤ
ミ金融への流出を防止する観点から、地方自治体や関係団体とも協力しつつ、特段の努力を払うこと。

一 総量規制など、今回導入する新たな規制の実効性を確保するため、資金需要者の所得確認、借入状況確認、本人確認等
の適切な与信審査が行われるよう、指導監督を徹底すること。

一 市民活動を支える新たな金融システムを構築する観点から、法施行後二年六月以内に行われる見直しに当たり、非営利
で低利の貸付けを行う法人の参入と存続が可能となるよう、法律本則に明記することなど、必要な見直しを行う。

一 今回の改正後の多重債務問題の状況も見極めつつ、全ての消費者信用の利用者の保護を徹底するため、貸金業者以外の
信販や銀行等も含めた消費者信用全体の体制のあり方等について、検討を進めること。
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参議院財政金融委員会における附帯決議

（平成１８年１２月１２日）

貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一 上限金利引下げを始めとする改正法の可及的速やかな施行に努めるとともに、カウンセリング体制やセーフティネット

貸付の充実、ヤミ金融への取締強化、登録業者への監督強化、金融経済教育の充実など、多重債務問題の解決に向けた対

策に政府を挙げて取り組むため、内閣官房に多重債務者対策本部を早期に設置し、関係省庁が連携して、官民一体となっ

た取組を推進すること。

一 多重債務者に対する相談窓口を設置して適切な助言を行い、また、カウンセリング機関とのネットワークを構築して、

必要な紹介を行うなど、多重債務を抱える住民に対する支援体制を整備するよう、各地方自治体に対し、要請を行うこと。

また、事前予防型カウンセリングと債務整理型事後カウンセリングを共に強化し、資金需要者が適切なタイミングでカウ

ンセリングを速やかに受けられるよう体制の充実と周知を図ること。そのため、日本司法支援センター（法テラス）、財

団法人日本クレジットカウンセリング協会等について、弁護士会・司法書士会に必要な協力を要請しつつ、体制及び相互

連携の強化を図ること。

一 利息制限法の上限金利を超える金利に関する過払い金の返還が多重債務問題の解決に果たす役割にかんがみ、過払い金

の返還が適切に債務者に行われるようにし、また、過払い金の支払総額を適切に債務者に通知するなどして、債務者の生

活再建に資するよう、取組を進めること。

一 利息制限法を超過した金銭の貸付けにおける、担保としての手形・小切手の取得に関する実態把握に努め、適切な対応

策を検討すること。
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一 無登録・高金利等のヤミ金融被害が増えることのないよう、違法業者の摘発のための体制を整備・拡充し、関係法令に

基づく徹底した取締りを行うこと。また、違法業者に関する情報を広く一般から効果的に収集するための手法や、貸金業

者・貸金業協会が行政当局に協力する仕組みの導入に努めること。さらに将来的には、法令違反によって得た利益を剥奪

できる制度等について検討を進めること。

一 登録業者の監督について、より効果的に行うための方策を検討しつつ強化を図ること。また、貸金業者の海外進出状況

や進出先での活動状況については、海外の関係当局とも情報交換しつつ、その実態把握に努めること。さらに、日賦貸金

業者の特例金利が廃止されるまでの間、制度の潜脱を防ぐために、監督上特段の注意を払うこと。

一 若年者による健全な実需に基づかない不要不急の借入れなど、無人契約機の安易な利用が多重債務問題の一因となって

いるとの指摘も踏まえ、十分な実態調査の上、安易な借入れを抑制する仕組みを検討すること。また、郊外における遊技

施設等に隣接し、各社が集積させている設置方法などについて、貸金業協会による適切な自主規制が行われるよう配慮す

ること。

一 指定信用情報機関への情報提供やその信用情報の管理・利用に際しては、個人情報保護法の遵守等により、債務者のプ

ライバシー保護に欠けることのないよう努めること。

一 安易な借入れを抑制するため、テレビ・コマーシャルの放映時間帯や放映回数、誇大な看板など広告の方法・内容や頻

度について、貸金業協会による適切な自主規制が行われるよう配慮すること。

一 多重債務者の増加を極力抑制するため、可及的速やかに金融経済教育を学校教育のカリキュラムなどに組み込むこと。

その際、弁護士会や司法書士会に必要な協力を要請し、学校段階から家計管理や債務管理についての啓発活動を実施する

こと。なお、教材等の適切さについては、十分な注意を払うこと。
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一 上限金利引下げや総量規制等の今回の措置及び貸金業者の多額の過払い金の発生が、経済社会に与える影響を注視し、

適切に対処すること。

一 いわゆる商工ローン業者については、主債務者が無資力にもかかわらず、保証人からの回収を前提とするような過剰な

貸付けが行われないよう、貸金業協会による適切な自主規制への取組に配慮すること。また、保証料等の対価を得るこ

とのない保証人に関しては、無償であり危険のみ負担するというその性格にかんがみれば、合理性を欠くものと考える

余地もあることも含めて、個人保証の合理性などについても検証すること。

一 資金需要者に対する公的支援制度等のセーフティネットの拡充・強化については、貸し渋り等による影響を緩和し、ヤ

ミ金融への流出を防止する観点から、地方自治体や関係団体とも協力しつつ、特段の努力を払うこと。

一 総量規制など、今回導入する新たな規制の実効性を確保するため、資金需要者の所得確認、借入状況確認、本人確認等

の適切な与信審査が行われるよう、指導監督を徹底すること。

一 市民活動を支える新たな金融システムを構築する観点から、法施行後二年六月以内に行われる見直しに当たり、非営利

で低利の貸付けを行う法人の参入と存続が可能となるよう、法律本則に明記することなど、必要な見直しを行うこと。

一 今回の改正後の多重債務問題の状況も見極めつつ、全ての消費者信用の利用者の保護を徹底するため、貸金業者以外の

信販や銀行等も含めた消費者信用全体の体制の在り方等について、検討を進めること。

一 金融庁による検査・監督の実施に関する情報が社会及び金融資本市場に与える影響にかんがみ、立入検査の実施時期、

行政処分の内容等に関して、その情報管理を徹底すること。
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２．多重債務者対策について
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し

た
官
職
に
あ
る
者
と
す
る
。

４
本
部
の
庶
務
は
、
金
融
庁
等
関
係
行
政
機
関
の
協
力
を
得
て
、
内
閣
官
房
に
お
い
て
処
理
す
る
。

５
本
部
長
は
、
必
要
に
応
じ
、
有
識
者
の
参
集
と
そ
の
意
見
の
開
陳
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
本
部
の
運
営
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
本
部

長
が
定
め
る
。
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多
重
債
務
者
対
策
本
部
幹
事
名
簿

議
長
：
内
閣
官
房
副
長
官
補

副
議
長
：
金
融
庁
総
務
企
画
局
長

構
成
員
：
内
閣
府
国
民
生
活
局
長

警
察
庁
生
活
安
全
局
長

警
察
庁
刑
事
局
組
織
犯
罪
対
策
部
長

金
融
庁
監
督
局
長

総
務
省
大
臣
官
房
総
括
審
議
官

法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
長

法
務
省
民
事
局
長

法
務
省
刑
事
局
長

財
務
省
大
臣
官
房
総
括
審
議
官

文
部
科
学
省
生
涯
学
習
政
策
局
長

厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
長

経
済
産
業
省
商
務
流
通
審
議
官

経
済
産
業
省
中
小
企
業
庁
長
官
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検
討
課
題
と
進
め
方

1
.
検
討
課
題

(
1
)
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
体
制
の
充
実

(
2
)
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
充
実

(
3
)
金
融
経
済
教
育
の
強
化

(
4
)
ヤ
ミ
金
融
の
徹
底
し
た
取
締
り
を
含
む
執
行
体
制
の
強
化

(
5
)
改
正
法
の
円
滑
な
施
行

等

2
.
進
め
方

来
年
1
月
以
降
、
有
識
者
会
議
に
お
い
て
多
重
債
務
問
題
を
解
決
す
る
た
め

の
基
本
方
針
等
に
つ
い
て
議
論
し
、
そ
の
議
論
を
踏
ま
え
、
来
春
を
目
途
に

｢
多
重
債
務
問
題
改
善
プ
ロ
グ
ラ
ム
(
仮
称
)
｣
を
本
部
に
お
い
て
策
定
し
、
政

府
及
び
関
係
者
が
一
体
と
な
っ
て
実
行
す
る
。
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貯蓄の非保有世帯の割合の推移
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データ出典：金融広報中央委員会「家計の金融資産に関する世論調査」
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生活保護受給世帯数の推移
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データ出典：厚生労働省「社会福祉行政業務報告」
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（注）当該年度における１ヶ月平均の被保護世帯数。保護停止中の世帯も含む。
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自己破産件数の推移

18.4万件
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自殺者総数と生活経済問題による自殺者数の推移
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データ出典：警察庁「平成17年中における自殺の概要資料」
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全国の児童相談所が対応した児童虐待の相談件数

1 ひとり親家庭     （460件、31.8％）1 経済的困難 2 孤立 3 就労の不安定

2 経済的困難      （446件、30.8％） 1 ひとり親家庭 2 孤立 3 就労の不安定

3 孤立               （341件、23.6％） 1 経済的困難 2 ひとり親家庭 3 就労の不安定

4 夫婦間不和      （295件、20.4％）1 経済的困難 2 孤立 3 育児疲れ

5 育児疲れ         （261件、18.0％） 1 経済的困難 2 ひとり親家庭 3 孤立

あわせて見られる他の状況上位３つ家庭の状況

（参考）虐待が行われた家庭の状況（複数回答）

データ出典：厚生労働省「社会福祉行政業務報告」

データ出典：東京都福祉保健局「児童虐待の実態Ⅱ」 31
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(データ出典)OECDワーキングペーパー「OECD諸国における所得分配と貧困」（2005年3月）

ジニ係数は所得等の不平等度を表すのに使われ、値が0に近いほど格差が少ない状態で、1に近い
ほど格差が大きい状態であることを意味する。

ジニ係数の国際比較
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個々の借り手の債務整理･生活再建に向けたカウンセリングは､多重債務問題の解決に非常
に有効だが､現状では、多重債務者に必要なカウンセリングサービスが行きわたっていない。

○日本司法支援センター（法テラス） →約4.9万件
・ 相談窓口の紹介 弁護士等への多重債務関係の法律相談援助。全8.9万件中。
・ 資力の乏しい者に対する法律相談援助を実施 （H17年度（（財)法律扶助協会））
・ 支部は全国に50箇所

○弁護士会・法律相談センター →約4.7万件
・ 全国に301箇所 （弁護士会への多重債務関係の法律相談｡全15.8万件中｡(H16年度)）
・ 52弁護士会中、22会で多重債務相談を無料で実施

○司法書士会・総合相談センター →約0.8万件
・ 全国に124箇所 司法書士会への多重債務関係の法律相談｡全1.9万件中。
・ ほとんどのセンターは無料で相談可能 （H17年度中９ヶ月間の集計結果）

○地方自治体の消費生活センター →約6.3万件
・ 全国に532箇所 （多重債務関係の一般的な相談受付｡全130万件中｡(H17年度)）

○(財)日本クレジットカウンセリング協会 →約1,400件
・ 債務整理と家計管理指導を組み合わせた無料カウンセリングを提供 （新規面談カウンセリング件数(H17年度)）
・ 銀行、貸金業界等からの拠出が財源
（貸金業界･クレジット業界各9600万円､銀行業界3600万円 合計2.3億円）

・ センターは東京、名古屋、福岡の３箇所のみ
弁護士35人＋消費生活アドバイザー22人

200万人以上に
行きわたっていない状態

＜多重債務問題が深刻化している現状＞
消費者金融利用者は少なくとも約1,400万人※。５件以上の利用者は約230万人※。

債務者へのカウンセリング体制の整備について

関係機関（関係省庁・地方自治体・各カウンセリング機関等）をあげて、
カウンセリング体制の充実・強化に早急に取り組む必要。

（既存のカウンセリング機関の拡充 ＋ 関係機関の間のネットワーク構築）

33
※ 全情連データ。調査時点において､リボルビング契約の契約者で
残高のない者､既に自己破産して残高のない者を含む。



岩手県内においては、多重債務者からの相談に対して、関係機関・関係者が
連携した対応体制が構築されている。

岩手における多重債務問題への取組み

無料相談・低利融資を行う機関
（信用生協）

自治体の相談窓口
（盛岡市等）

法律専門家
（弁護士会）

・家族も含めた丁寧な無料相談
・事実関係の整理・把握
・解決方法の提案
・選択肢の一つとして低利融資
（自己破産・個人再生等以外の
自力解決手段を提供）

・丁寧な無料相談
・事実関係の整理・把握
・解決方法の提案

・自治体の相談窓口、信用生協において整理された
事案について法律事務
・連携によって個々の事案の処理コストを効率化
（少ない弁護士数で比較的多くの事案の処理）

連携

多 重 債 務 者
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自治体（県内のほぼ全市町村）

県内の金融機関（９機関（うち預託機関は８機関））

預託（12.7億円）

融資（66.6億円）
(うち自治体の預託に基づく協調融資47.8億円)

岩手県信用生協における無料相談・低利融資の仕組み

多

重

債

務

者

○家族を含めて来所してもら
い概ね３回程度相談を受け
る。

○多重債務の原因を除去する
総合的なサポート。

（生活苦、ギャンブル依存、
ＤＶ等。必要があれば関係
機関と連携。）

○事実関係・書類を整理し、
法律専門家につなぐ。

（2005年度の相談件数：5020件）

無料相談
（低利融資以外）
自己資金による返済（任意整理）(25.2％)
自己破産 (16.1％）
個人再生 （2.5％)
特定調停・訴訟 (2.8％)
継続・相談のみ等 (36.7％)
→以上のケースでは利用料金は無料
（低利融資にかかる相談も無料）

（低利融資/利率9.25％）(16.8％)
※家族が連帯保証人となることが条件
※延滞率４％前後。延滞の場合には家族を含めて
再相談。返済期間等の条件変更も含めて対応。

※最終的な貸倒率は0.1％前後。

解決手段と相談結果

岩手県信用生協
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関東財務局
さいたま市
埼玉県

埼玉司法書士会

埼玉弁護士会・
ヤミ金融被害対策埼玉弁護団

クレ・サラ被害者の会
「夜明けの会」

埼玉県警察本部

（債務整理等の法的手続等）

（貸金業者に対する監督等）（貸金業者に対する監督・
生活支援等）

（債務整理等の法的手続等）

（ヤミ金融の摘発・
取締り等）

（被害者の相談）

各構成機関の取組状況に
ついての情報交換（協議会）
や講演会等を実施

＜協議会の開催状況＞
第１回（H15.4.17）

～
第26回（H18.11.2）

※ 参議院財政金融委員会地方公聴会を実施（平成18年12月８日）

埼玉県ヤミ金融対策協議会における取組み
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・借入金の返済

※週に元本の2%程度

・出資･預金の預入

※資金調達の約80％は預金

※新規借入を受けるには、グラ

ミン銀行株を２ドル程度購

入する必要｡約94％のグラミ

ン銀行株は借り手が保有。

・事業目的資金の貸付け
年利20％､初回貸付額75ﾄﾞﾙ程度(96年当時。現在非公表)

・定期的に訪問とアドバイスの提供

グラミン銀行

・利用者は5人のサポートグループ
を形成。相互に借入に関する提
案を承認し、グループ員は他の
グループ員の債務に責任を負う。

他のグループ員の返済が滞ると
借入れができない。

・利用者の約97％は女性

・貸倒率 1.2％

返済が滞って2年が経過したものを
貸倒として計算。

・順調に返済を繰り返すと融資額
が増加される。

（グラミン銀行ＨＰ等をもとに作成）

基本貸付制度の貸付残高

4.4億ドル

【その他の貸付制度】

・住宅ローン 年利8%

・学費ローン 年利5%

・物乞いへのローン 無利息

（合計貸付残高0.4億ドル）

利用者
（農村の貧困層）

グラミン銀行について
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○経営改善貸付（マル経）
・国民生活金融公庫が実施
・5,356億円（17年度末貸付残高）
・商工会議所や商工会などの経営指導（６ヶ月以上）を受けた中小企業者
・貸付限度額1,000万円（本枠550万円＋別枠450万円）、利率は2.2％
・経営指導が要件になっている等、借り手が限定されている

消費者向け・事業者向けの主な公的セーフティネット

消費者向け

事業者向け
○再チャレンジ支援策（４月～）
・事業撤退が遅れ、多額の債務を抱え、再起業が困難となる状況を防止する
ため、早期の事業撤退を促し、再挑戦を支援する窓口を設置
･また、事業再生支援融資制度を拡充し、再生計画認可前から融資を
受けられるようにするほか、再チャレンジ支援融資制度を創設、
過去の債務の返済資金にも適切に対応する等再挑戦者を支援
（中小企業金融公庫、国民生活金融公庫、商工中金が実施）

等

○セーフティネット貸付（経営環境変化対応資金、
金融環境変化対応資金、取引企業倒産対応資金）
・5.6兆円（17年度末貸付残高）、国民生活金融公庫（1.6兆円）、

中小企業金融公庫（2.1兆円）、商工中金(1.9兆円)が実施
・使途に応じて借入額に上限（例：普通貸付と合わせて4,800万円）、
基準利率は2.35～2.5％程度
・社会的・経済的環境の変化等の外的要因による一時的な経営難に
対応するものであり、事業の見通し等一定の要件が求められる。

○生活保護
・国が実施
・国が3/4、地方自治体が1/4負担
・総給付額2.5兆円、対象者142万人（16年度）
・資産、能力等全てを活用した上でなお生活に困窮する者が対象
生活扶助の例として、標準３人世帯で月額167,170円と月収の差額を
支給
（消費者金融利用者の8割は月収167,000円超（年収200万円超））

○生活福祉資金貸付制度（緊急小口貸付）
・各都道府県の社会福祉協議会が実施
・国が2/3、地方自治体が1/3負担
・0.8億円、1,500件（17年度新規貸付）、4.0億円、4,500件（16年度新規貸付）
・低所得世帯で、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった者
・１件の貸付が5万円以内（年利3％）→４月より10万円に引上げ予定

○母子寡婦福祉貸付金制度
（修学資金、生活資金等の貸付）
・地方自治体が実施
・国が2/3、地方自治体が1/3負担
・250億円、5万5千件（17年度末貸付残高）
・母子家庭又は寡婦等が対象
・目的に応じて借入額に上限あり（例：生活資金であれば月額
10～14万円、原則として年利3％）

○自治体提携社会福祉資金貸付制度（失業者融資等）
・労働金庫が実施
・労働金庫の資金が財源だが、各都道府県等が一定の補助
・63億円、１万件（18年4月現在貸付残高、関東地方のみ、生活資金用貸付のみ）
・勤務先企業のリストラにより失業した者 等
・貸付条件は地域ごとに異なるが、例えば上限200万円、年利1.9％

等

38



5.7%十分知識があると思う

36.4%どちらとも言えない

57.3%ほとんど知識がないと思う

割合回答

7.0%十分知識があると思う

42.4%どちらとも言えない

50.2%ほとんど知識がないと思う

割合回答

1.9%その他

3.2%
初めからこの金利で返すことが
厳しいと理解していた

21.5%貸付の金利に関心はなかった

26.3%
貸付の金利が高いので迷ったが、
他で借りることができなかった

32.1%貸付の金利はよくわからなかった

51.5%
貸付の金利はわかっていたが、
返せると思った

割合回答

3.1%無回答

6.7%知っていた

90.3%知らなかった

割合回答

国民生活センター

「多重債務問題の現状と対応に関する調査研究」

調査対象：弁護士事務所等への相談者585人

金融広報中央委員会 第2回｢金融に関する

消費者アンケート調査｣（平成15年）

調査対象：全国の20歳以上の男女個人4,000 人

消費者の金融知識について

○利息制限法の金利の制限について ○金融・経済の仕組みについて

○金利に対する意識（複数回答） ○金融商品について
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学校における金融経済教育の取組みの例

○金融庁

・ 中学生・高校生向け副教材を作成し、全国のすべての中学・高校へ約1.8万部配布。
・ 高校卒業生を対象に金融取引の基礎知識を説明したパンフレットを作成し、全国のすべての高校へ約0.6万部配布。
・ 平成18年度に、財務局・財務事務所で学校教師との懇談会を実施(18年12月末現在41財務局・事務所で実施済)。
・ 平成18年９月に、学校における金融経済教育の一層の推進について、文部科学省に対し文書で要請。

○金融広報中央委員会

・ 金融教育プログラムを策定し、年齢に応じた教育内容等について、指導計画例等を示しながら体系的に整理。昨年末に速報版を
公表し、本年3月中に全国の小学校、中学校、高等学校に配布予定。

・ 教育委員会等との協力により､金融教育研究校および金銭教育研究校約150校を指定､支援。
・ 教材『きみはリッチ？-多重債務問題に陥らないために-』を作成｡平成15年3月以降､主に中・高等学校へ約48万部配布。
・ 教材『これであなたもひとり立ち』を作成。平成15年7月以降、主に高等学校へ約45万部配布。
・ 実践事例集『金融教育ガイドブック－学校における実践事例集－』を作成。平成17年3月以降、全国の幼稚園、小学校、中学校、
高等学校へ約8万部配布。

○弁護士会

・ 求めに応じ、弁護士を学校等へ派遣して、消費者問題について講義。教育委員会と連携している弁護士会は少ない。
・ 学校への派遣状況：各弁護士会合計で約250件（注１）

○司法書士会

・ 求めに応じ、司法書士を中・高等学校へ派遣して、消費者問題について講義。主なテーマは悪質商法、割賦販売、金利問題等。
・ 派遣状況(平成17年度)：大阪54校、鹿児島51校、愛知41校、兵庫35校、広島31校等、合計586校。講師派遣実績のある
司法書士会は全50会中39会。（注２）

【参考】全国中学校数:10,992校（生徒数360万人）
全国高校数 : 5,385校（生徒数350万人）⇒合計:16,377校（生徒数710万人）(平成18年度)

（注１）日弁連によるアンケート調査(平成18年）｡一部学校以外への派遣も含む。 （注２）日本司法書士会連合会調査（平成18年）
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金融経済、消費に関わる学習指導要領の主な記述

○小学校学習指導要領（平成10年12月告示）

【第５学年及び第６学年】

２ 内 容
(7) 身の回りの物や金銭の計画的な使い方を考え，適切に買物ができるようにする。

ア 物や金銭の使い方を自分の生活とのかかわりで考えること。
イ 身の回りの物の選び方や買い方を考え，購入することができること。

○中学校学習指導要領（平成10年12月告示）

社 会 〔公民的分野〕

２ 内容 (2) 国民生活と経済
ア 私たちの生活と経済

身近な消費生活を中心に経済活動の意義を理解させるとともに，価格の働きに着目させて市場経済の基本的な考え方について理解させ
る。また，現代の生産の仕組みのあらましや金融の働きについて理解させるとともに，社会における企業の役割と社会的責任について考
えさせる。その際，社会生活における職業の意義と役割及び雇用と労働条件の改善について，勤労の権利と義務，労働組合の意義及び労
働基準法の精神と関連付けて考えさせる。

３ 内容の取扱い
(3) 内容の(2)については，次のとおり取り扱うものとする。

ア アについては，網羅的で高度な取扱いにならないよう特に配慮するとともに，身近で具体的な事例を取り上げ，経済活動が様々な条件
の中での選択を通じて行われるという点に着目させて，市場経済の基本的な考え方を理解させること。また，「金融の働き」については，
具体例を取り上げて理解させること。

技術・家庭 〔家庭分野〕

２ 内容 Ｂ 家族と家庭生活
(4) 家庭生活と消費について，次の事項を指導する。
ア 販売方法の特徴や消費者保護について知り，生活に必要な物資・サービスの適切な選択，購入及び活用ができること。

○高等学校学習指導要領（平成11年3月告示）

第１ 現代社会 ２ 内容
(2) 現代の社会と人間としての在り方生き方
イ 現代の経済社会と経済活動の在り方

現代の経済社会における技術革新と産業構造の変化，企業の働き，公的部門の役割と租税，金融機関の働き，雇用と労働問題，公害の
防止と環境保全について理解させるとともに，個人と企業の経済活動における社会的責任について考えさせる。

技術・家庭

家 庭

社 会

41

公 民



第３ 政治・経済 ２ 内容
(2) 現代の経済
ア 経済社会の変容と現代経済の仕組み

資本主義経済及び社会主義経済の変容，国民経済における家計，企業，政府の役割，市場経済の機能と限界，物価の動き，経済成長と
景気変動，財政の仕組みと働き及び租税の意義と役割，資金の循環と金融機関の働きについて理解させ，現代経済の特質について探究さ
せるとともに，経済活動の在り方と福祉の向上との関連を考察させる。

家 庭

第１ 家庭基礎 ２ 内容
(3) 消費生活と環境

家庭の経済や消費生活に関する基礎的な知識を習得させるとともに，現代の消費生活の課題について認識させ，消費者として責任を
もって行動できるようにする。

ア 家庭の経済と消費
家庭の経済生活，社会の変化と消費生活及び消費者の権利と責任について理解させ，消費者として主体的に判断できるようにする。

３ 内容の取扱い
(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。
ウ 内容の(3)のアの消費者の権利と責任については，契約，消費者信用，問題の発生しやすい販売方法などを取り上げて具体的に扱うこと。

第２ 家庭総合 ２ 内容
(5) 消費生活と資源・環境

家庭の経済生活，消費者の権利と責任などについて理解させるとともに，現代の消費生活の課題について認識させ，資源や環境に配慮
し，消費者としての適切な意思決定に基づいて，責任をもって行動できるようにする。

ア 消費行動と意思決定
消費行動における意思決定の過程とその重要性について理解させる。

イ 家庭の経済生活
家庭経済と国民経済とのかかわりについて理解させ，主体的な家計管理と家庭の経済計画の重要性について認識させる。

ウ 消費者の権利と責任
消費生活の現状と課題，消費者問題と消費者の保護，消費者の責任及び生活情報の収集・選択と活用について理解させ，消費者として

主体的に判断し責任をもって行動できるようにする。
３ 内容の取扱い
(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。
オ 内容の(5)のウについては，契約，消費者信用，問題の発生しやすい販売方法などを取り上げて，消費者の権利と責任について具体的に
理解させることに重点を置くこと。

第３ 生活技術 ２ 内容
(2) 消費生活と環境

家庭経済や消費生活に関する基礎的な知識を習得させるとともに，現代の消費生活の課題について認識させ，消費者として責任をもって
行動できるようにする。
ア 家庭の経済と消費

家庭の経済生活，社会の変化と消費生活及び消費者の権利と責任について理解させ，消費者として主体的に判断できるようにする。
３ 内容の取扱い
(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。
イ 内容の(2)のアの消費者の権利と責任については，契約，消費者信用，問題の発生しやすい販売方法などを取り上げて具体的に扱うこと。

家 庭
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債務にかかる相談を適切なタイミングで受けられないために、借金返済のための借金を
したり、ヤミ金融を利用するなどにより状況を悪化させる例があることから、返済が困難
になった際のみならず、借入の段階から、返済が困難になった際の相談窓口が明確になっ
ていることが、多重債務防止のために重要。

多重債務防止・救済のためのシンポジウムを、地方自治体、弁護士会、日本クレジットカウ
ンセリング協会等との連携のもと開催し、相談窓口の情報提供を行うとともに、多重債務の事
例等を含め、多重債務問題に関する情報提供・意見交換、啓発活動の場として最大限に利用す
る（全国５都市において開催を予定）。

（参考）
再チャレンジ支援総合プラン（平成18年12月25日）
⇒貸金業の規制等に関する法律等の改正により多重債務を防止するとともに、相談充実等により多重債務者を救済する。
⇒19年度行動計画で全国５都市において多重債務の防止・救済のためのシンポジウムを開催することとしている。
【平成19年度予算案 22百万円】

多重債務防止・救済のためのシンポジウムの開催
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監督局 検査局

貸金業規制法上の検査･監督権限と執行体制

（注１）平成18年４月
（注２）担当課長以下。他業態の監督を兼務する者を含み、財務事務所等を含む。
（注３）平成17年７月～平成18年６月
（注４）平成18年３月末

都道府県登録業者
(１の都道府県にのみ営業所等を設置する業者)

１３，５３４（注４）

（監督・検査）

計約600名

※ヒアリングベ-ス(注１)

都道府県知事

(自治事務)

財務局登録業者

(２以上の都道府県に営業所等を設置する業者)

７０２（注４）

内閣総理大臣

金融庁長官

財務局長 監督部門

計199名

（注１）（注２）

検査部門

立入検査毎に

チームを組成

162件（注３）

報告徴収･立入検査(法42条)､業務停止(法36条)､登録取消(法37条)

技術的な助言勧告
（地方自治法245条の4）

委任(法45条､令6条)

委任(法45条)
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貸金業者の行政処分件数の推移

（注１）行政処分は、業務停止（貸金業規制法36条）､登録取消（37条）､所在不明者の登録取消（38条）。

（注２）行政処分件数は、財務局登録貸金業者と都道府県登録貸金業者の合計。

※財務局、都道府県からの提出資料に基づき作成
45

（年度）



貸金業法等改正時期とヤミ金融事犯の取締り状況

データ出典：警察庁
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貸金業者に対する監督事務ガイドラインの改正

１．説明責任の強化に関する改正 （１７年５月施行）

貸金業者が債務者・保証人から公正証書作成委任状を徴求する際にトラブルとなった事例の発生を踏まえ、貸金業者の説明責任を強化
する観点から改正。

[主な内容]
(1) 公正証書作成委任状を取得する場合には、相手方にその内容を理解できるよう説明を尽くすことが求められる旨の規定を新設
(2) 保証人となろうとする者に説明すべき事項は、保証の法的効果やリスク（最悪のシナリオ）等の実質的な内容にも及ぶことを明示 等

２．取引履歴開示義務の明確化に関する改正 （１７年１１月施行）

貸金業者に対して取引履歴の開示義務を判示した最高裁判例（１７年７月）を踏まえ、その貸金業規制法上の位置づけについて明確化す
る観点から改正。

[主な内容]
(1) 取引履歴の開示を不当に拒むことは、不正の手段の使用に該当しうることを明示（新設）
(2) 取引履歴の開示請求に当たっての本人確認方法を明確化 等

３．過剰貸付の防止等に関する改正 （１８年６月施行）

貸金業者に対する検査・監督において把握された貸金業規制法に抵触する事例等を踏まえ、過剰貸付の禁止及び違法年金担保融資の
脱法行為に厳正に対応する観点から改正。

[主な内容]
(1) 返済拒否等により債務額の維持を図ること等を、禁止される借入の勧誘として明示
(2) 有担保貸付に当たっての融資審査の留意点を新設
(3) 公的年金払込口座からの自動振替を返済の方法とすることは、不正な手段の使用に該当しうることを明確化 等

４．苦情対応に関する改正 （１８年７月施行）

貸金業にかかる苦情等に適切に対応し、監督行政に効果的に活用する観点から改正。

１．説明責任の強化に関する改正

２．取引履歴開示義務の明確化に関する改正

３．過剰貸付の防止等に関する改正

４．苦情対応に関する改正
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[主な内容]
(1) 利用者保護の視点を明確にするため、「苦情処理」を「苦情対応」と改めるとともに、寄せられる申出の内容を正確に把握するため、申出
を法令違反や不適切行為にかかる「苦情」とそれ以外の「相談・照会」に分類する

(2) 「苦情」について詳細な記録箋を作成することとし、問題点の的確な把握のため法令違反項目の充実を図る
(3) 苦情等の対応結果をより的確に把握するため、集計報告書における対応結果の項目を充実させるとともに、苦情等を端緒とする行政処
分等の件数について記載を求める 等

５．生命保険による取立行為規制に関する改正 （１８年１１月施行）

消費者信用団体生命保険にかかる種々の指摘を踏まえ、万が一にも債権回収のために保険が不当に利用されることがないようにする
観点から改正。

[主な内容]
(1) 保険金による債務の弁済を強要又は示唆するような言動を行うことは、貸金業規制法第２１条の「威迫」に該当し、法令違反であることを
明確化

６．出資法みなし利息の解釈の周知徹底に関する改正 （１８年１１月施行）

貸金業者の認識不足から出資法違反となる事例が続いていることから、出資法上のみなし利息の解釈を周知徹底する観点から改正。

[主な内容]
(1) 貸金業者が、債務者から保証会社に対する保証料、公証人や司法書士に対する書類作成費用等について代理受領した場合には、これ
らの金銭も出資法第５条第７項において利息とみなされ、出資法の上限金利規制の利息の一部となることを明記

７．廃業等における債権譲渡等に係る届出の強化等に関する改正 （１９年２月施行）

貸金業者が廃業等に際して、貸金業者の廃業後の債権譲渡等に係る実態把握を強化する観点から、残貸付債権の回収方針や債権譲
渡の状況などの項目について届け出ることを義務づける内閣府令の改正（平成１８年１２月２８日公布、平成１９年３月２８日施行）とともに、
事務ガイドラインを改正。

[主な内容]
(1) 当局が把握した債権譲渡等の情報を、債権譲受人に対して監督権を有する都道府県等に提供すること
(2) ヤミ金対策として、一般的な警察当局への情報提供に加え、無登録業者に関する貸付や取立等に関する苦情を受け付けた場合は、当
局による事実確認及び警告を行い、警察当局との連携を一層緊密なものとすること 等

７．廃業等における債権譲渡等に係る届出の強化等に関する改正

６．出資法みなし利息の解釈の周知徹底に関する改正

５．生命保険による取立行為規制に関する改正
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「貸金業者の廃業届出の強化策」の概要

１．概要
近時、貸金業者の廃業や登録の不更新に伴い、債権譲渡に係る苦情・相談も見られる状況にあるが、現在、貸金業者が当局
に提出する廃業届出書の内容では、廃業等に伴う債権譲渡の状況等を把握することができず、債務者保護上、不十分なものと
なっている。
このようなことから、監督当局として、廃業等の際の債権譲渡やその後の債権回収方針等を適切に把握するため、届出書様
式の内容についての内閣府令の改正を行った。また、廃業等届出書等により得た債権譲渡に係る情報の連絡や、無登録業者に
係る苦情への対応等について、貸金業関係の事務ガイドライン（第三分冊：金融会社関係）の一部改正を行うとともに、各財
務局に通知した。

２．事務ガイドラインの改正内容

(1) 登録の不更新及び登録取消しの場合等の報告の徴収

登録の不更新及び登録取消しの場合にも、債権譲渡等について実態把握する必要があることから、新たな廃業等届出書と同

内容を報告徴収することとする。また、廃業等により「みなし貸金業者」となった者に対しては、全取引の結了の報告及び
それまでの間に住所変更等があればその報告を徴収することとする。

(2) 廃業等届出書等により得た債権譲渡に係る情報の連絡

債権譲受者に対する監督権（報告徴収、立入検査）は、登録業者である場合には登録行政庁、その他の場合にはその者の所
在する都道府県知事が有することから、廃業等届出書等により得た債権譲渡に係る情報や、債権譲受者の取立てに係る苦情等
を受け付けた場合には、当該登録行政庁又は都道府県知事に連絡することとする。

(3) 無登録業者に係る苦情への対応

なお、ヤミ金対策として、無登録業者に係る苦情に関しては、一般的な警察当局への情報提供に加え、無登録業者による貸
付け及び取立ての被害を内容とする苦情を受け付けた場合には、当局としても早急に事実確認及び警告を行い、警察当局との
連携を一層緊密なものとする。

３．実施時期
平成19年２月１日
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平成18年10月21日 日本経済新聞

自治体の取り組みに関する新聞記事

平成18年10月21日 日経新聞 朝刊４面

※

※
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平成18年11月７日 朝日新聞
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平成18年12月７日 東京新聞
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平成18年６月８日 朝日新聞
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平成17年９月29日 東京新聞
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